
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
三
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

三

〇

号

食
品
添
加
物
赤
色
二
号
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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食
品
添
加
物
赤
色
二
号
に
関
す
る
質
問
主
意
書

添
加
物
の
食
用
赤
色
二
号
は
、
我
が
国
で
は
、
昭
和
二
十
三
年
に
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
指
定
添
加
物
と
な
っ
て
い
る
が
、

米
国
に
お
い
て
昭
和
五
十
一
年
に
動
物
実
験
に
お
け
る
結
果
か
ら
発
が
ん
性
が
疑
わ
れ
、
食
品
へ
の
使
用
を
禁
止
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
（
「
衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
食
品
添
加
物
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
二
年
十
月
十
三

日
）
参
照
）
。

一

昭
和
二
十
三
年
に
、
食
用
赤
色
二
号
が
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
判
断
し
た
試
験
等
の
資
料
・
デ
ー
タ
は

（
以
下
「
資
料
等
」
と
い
う
。
）
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
等
は
、
開
示
さ
れ
る
か
。

二

我
が
国
に
お
い
て
、
米
国
に
お
け
る
昭
和
五
十
一
年
の
措
置
を
踏
ま
え
て
再
度
試
験
等
は
な
さ
れ
た
の
か
。
再
度
試
験
等

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
料
等
は
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
等
は
、
開
示
さ
れ

る
か
。

三

一
、
二
で
お
尋
ね
し
た
資
料
等
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

仮
に
米
国
に
お
け
る
昭
和
五
十
一
年
の
措
置
を
踏
ま
え
て
再
度
試
験
等
を
実
施
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
健
康
を
損
な

う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
以
上
、
再
度
試
験
等
を
実
施
し
て
安
全
を
確
認
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


